
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

（法人番号） 

大畠商工会（法人番号 5250005006855） 

柳井市（地方公共団体コード 352128） 

実施期間 2023/04/01 ～ 2028/03/31 

目標 経営発達支援事業の目標 

①掘り起こしから業績向上までの計画的な伴走支援の実行 

②消費者ニーズの把握による高付加価値化を促進 

③デジタルを活用した販路開拓、業務効率化支援の充実 

④経営力再構築伴走支援体制の構築 

事業内容 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

1. 地域経済動向調査に関すること 

・地域経済分析システム「RESAS」の活用 

2. 需要動向調査に関すること 

・「行動観察」を活用し、消費者の潜在ニーズの発掘 

3. 経営状況の分析に関すること 

・経営分析を行う小規模事業者の発掘 

4. 事業計画の策定支援 

・DX 推進セミナーの開催及び IT 専門家の派遣 

・事業計画策定セミナーの開催 

5. 事業計画策定後の実施支援 

・事業計画を策定した小規模事業者を定期的に巡回訪問 

6. 新たな需要の開拓支援 

・展示会や商談会への出展、参加支援 

・SNS 活用支援、ネットショップの開設 

・行動観察活用支援 

連絡先 大畠商工会 

〒749-0101 山口県 柳井市 神代４８３０  

TEL:0820-45-2414 FAX:0820-45-2456 

e-mail:oobatakechou@yamaguchi-shokokai.or.jp 

柳井市 商工観光課 

〒742-8714 山口県 柳井市南町一丁目 10 番 2 号  



TEL:0820-22-2111 FAX:0820-23-7474 

e-mail:shokokanko@city-yanai.jp 
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ウ．地域資源 

大畠地域の資源を見ると、第一に水産資源が挙がる。「大畠瀬戸」は大畠地域（本土）と周 

防大島に挟まれており、「伊良子水道」「早崎瀬戸」とともに“日本三大潮流の一つ”である。 

この「大畠瀬戸」の急流で育った「真鯛」は身が引き締まって甘みも強く、観光協会が毎年開

催している鯛釣り大会では定員 100名の募集が毎回、数日でオーバーする等、日本有数の“真

鯛のメッカ”として知られている。また、「真鯛」のほか、弾力のある身が特徴の「マダコ」

や高級食材の「瀬戸貝」等が揚がる漁場となっている。 

 

農林資源では温暖な気候により古くからミカンの栽培が盛んで、収穫時期には直売所の棚を 

埋め尽くす。ミカンだけから作る「橘香酢（きっかす）」シリーズとしてアイスとケーキの販

売を開始し、地元の土産店で人気の商品である。 

 

文化・歴史においては、1500年前の大畠瀬戸を舞台とした「般若姫伝説（般若姫と橘豊 

日御子の悲恋）」・「龍宮伝説（大畠瀬戸の深い処に龍宮城がある）」が知られている。特に毛利

藩で萩の「松下村塾」と双璧をなした、私塾「清狂草堂（せいきょうそうどう）」（主宰者：僧

月性（そうげっしょう））」は幕末維新の重要な要素である。 

また、大畠地域は至る所で瀬戸内海の絶景が眺望でき写真愛好家が多く訪れる人気のスポッ 

トである。 

      大畠瀬戸        【橘香酢アイス】     【橘香酢ケーキ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ．産業の現状 

柳井市全体では小売販売額が工業出荷額の約１.5 倍あり、地方商業都市の性格が強い。漁

獲量の減少や漁業従事者の高齢化及び後継者不足といった課題が顕著で、一次産業の衰退は

深刻な状況にある。 

 

当会の大畠地域の商工業は、全体としては人口減少、一次産業の

衰退による地域住民の購買力低下、郊外大型店等への顧客流出によ

る売り上げの減少を背景にして、事業主の高齢化・後継者不足によ

る廃業が進んでいる。 

建設業では“住宅建築関連事業者”、サービス業では“理美 

容店”が占める割合が高く、地域住民を対象としている事業者   

が多い。飲食･宿泊業では海鮮料理をメインとする飲食店等、 

広島県や岩国市等近隣地域からの観光客をターゲットとして 

いる事業者が多いことが特徴である。その中でも地域飲食店４店舗では海鮮鍋「汐まち鍋」が

柳井市（柳井市地域ブランド推進協議会）のブランド「きんさい柳井（※）」の認定を受け提

供中である。他の業種（製造業・卸売業・小売業）は、いずれも小規模な事業者である。 

 

※「きんさい柳井」柳井市内の優れた地域資源を認定する取り組みで、認定ブランド品のパンフレ

ットを製作し各地へ配布しているほか、定期的に首都圏で観光・物産フェアを開催し、認定ブラン

ド品をＰＲする等の活動を行っている。（大畠地域では現在５品が認定を受けている） 

【汐まち鍋】 
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Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

３．地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 当会では年 1 回程度ＨＰで公表を行った。小規模事業者が経営を維持発展させていくに

は、地域の経済動向など経営環境に関する情報を収集分析して、経営判断に活用する必要がある

が、小規模事業者の多くは情報の収集・分析・活用に関して関心が薄い。 

 

【課題】 景気動向調査、金融動向調査等は小規模事業者事業計画を策定する前段階の資料として

は参考程度のものであり、実際に小規模事業者が求める調査内容からは乖離している。その為、

その後の事業計画策定に結び付きにくい状況にあった。そのことから、地域経済動向調査自体を

計画策定に結び付くための調査にするように改善したうえで実施していく。 

 

（２）目標 

 公表

方法 
現行 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

①地域の経済動向 

 分析の公表回数 

ＨＰ 

掲載 
 ―― １回 １回 １回 １回 １回 

 

（３）事業内容 

  ① 地域の経済動向分析（国が提供するビックデータの活用） 

    当地域において真に稼げる小規模事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投

下し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員等が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析シス

テム）を活用した地域の経済動向分析を行い、年１回公表する。 

   ＜分析手法＞ 

経営指導員等が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用し、地域の経済動向分析

を行う。その際、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、求めている調査内容や情報につ

いて確認して、計画策定に結び付くように改善する。 

   ＜分析項目＞ 

・「地域経済循環マップ・生産分析」→何で稼いでいるか等を分析する。 

・「まちづくりマップ・Ｆｒｏｍ－ｔｏ分析」→人の動き等を分析する。 

・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析する。 

・上記に加えて、小規模事業者の計画策定に結び付く項目を取り上げて分析する。 

⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

（４）成果の活用 

 ◎ 情報収集・調査・分析した結果はホームページに掲載し、広く管内小規模事業者に周知する。 

◎ 経営指導員等が指導を行う際の参考資料とする。 

◎ 小規模事業者の事業計画策定における外部環境分析資料として活用する。 
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４．需要動向調査に関すること 

  

（１）現状と課題 

【現状】消費者ニーズを把握するため、簡単なアンケート調査のみの実施でマーケットインの考え

方を小規模事業者へ浸透させることが出来ずにいる。 

 

【課題】小規模事業者の更なる売上・利益の向上を目指すにはアンケート調査（＝顕在的なニーズ）

では限界がある。これからの時代は、顕在的なニーズではなく潜在的なニーズを把握する必要が

ある。 

 

（２）目標 

 
現行 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

調査対象小規模事業者数 ―― １者 １者 ２者 ２者 ３者 

 

（３）事業内容 

  「行動観察（※）」を活用した調査 

      人間の９割は無意識に行動しているため、アンケートやインタビューで把握できるニーズは、

顧客が自分で言語化した「顕在ニーズ」だけである。そこで、実際に顧客の行動を観察して、ま

だ顧客自身も言語化できていない「潜在ニーズ」にいち早く気付き、顧客に価値のある「経験」

を提供することが重要となってくる。 

 

※行動観察とは、様々なシーンで人がどのように行動しているかを観察し、定性的な情報を収集す

る手法で、マーケティングリサーチの手法の一つであり、観察者が様々なフィールドに入って対象

となる人間の行動をつぶさに観察した上で分析し、問題解決法を提案する手法である。 

行動観察には３つのステップがあり、順番に「観察」・「分析」・「改善」と呼ばれている。「観察」

のステップでは現場に足を運んでそのフィールドでの人間の行動を詳細に観察し、実態を把握す

る。その場で気付いた事実について詳細なメモを作成する。また場合によっては映像や音声を記録

し、対象者にインタビューをする場合もある。次の「分析」のステップでは、人間工学や心理学な

ど、人間に関する知見を駆使して、観察した人間の行動を構造的に解釈することを試みる。「改善」

のステップでは、実態とその解釈をもとに、ソリューションを提案する。 

 

＜調査手法＞ 

・「行動観察」の手法を活用（＝事業者のお店に足を運んで、消費者等の行動を詳細に観察

し、実態を把握）し、「行動観察」を希望する管内小規模事業者（特に飲食業や小売業）と

すり合わせを行い決定しておこなう。 

   ＜調査対象＞ 

    ・観光客が来店する飲食業または小売業（各年度の目標事業者数×２０人） 

   ＜調査項目＞ 

    ・基礎情報（年齢・性別・客層等） 

    ・来店客の行動（店舗内の動線等） 

    ・選んだ商品やメニュー 

・決済方法 等 

 

（４）調査結果の活用 

 行動観察で得られた事実・気付き・解釈をもとにソリューションを提案して、それを現場に導入す

ることで、付加価値や生産性向上に役立つ。 
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６．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】これまでは、融資斡旋時や小規模事業者持続化補助金等各種補助金申請等に合わせて事業

計画を作成してきた事業者が大半であり、事業計画策定の意義や重要性についての認識が非常

に薄く、自主的に計画を作成する事業者は殆どいないのが現状である。 

 

【課題】補助金申請等のための事業計画の策定は入口としては充分機能しているものの、事業計画

がその場限りとなりがちなので、事業計画策定の重要性を浸透させる、事業者の継続的な取り

組みに反映させる。 

 

（２）支援に対する考え方 

   事業計画策定には小規模事業者に時間をかけてしっかりと参画してもらい、単に補助金申請

や融資を受けることだけでなく、経営の本質的な課題を設定したうえで、今後の事業経営の指針

となる計画が策定できるよう粘り強く指導を行い、計画策定の本来的な意味を理解してもらう。

セミナーの内容については、小規模事業者が興味を引くようなものを検討し、多くの参加を促

す。併せてＤＸに関するセミナーを開催し、小規模事業者の競争力の維持・強化を図る。 

 

（３）目標 

 
現行 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

①ＤＸ推進セミナー ―― １回 １回 １回 １回 １回 

②事業計画策定セミナー ０回 １回 １回 １回 １回 １回 

③事業計画策定小規模事業者数 １５者 １０者 １０者 １０者 １０者 １０者 

※ 5年間で、管内小規模事業者数（100者）の 50％（50者）の事業計画策定を支援する。 

 

（４）事業内容 

 ①  ＤＸ推進セミナーの開催及びＩＴ専門家の派遣 

    「ＤＸを進めていきたいけどどうしたら良いのか分からない、何からはじめたら良いのか分

からない」といった方向けに、基礎知識の習得からＤＸの定義・推進における課題・考え方な

どＤＸについて詳しく学べるセミナーを開催する。セミナーは出来るだけ体験型のものとなる

ように、ＰＣやスマホを実際に使用した演習を取り入れる。 

併せて、セミナーの参加の有無に関わらず随時個別相談を受け付け、専門性の高い内容につ

いては適宜ＩＴ専門家の派遣を実施する。 

   ＜支援対象＞ 

ＤＸへの取組に柔軟な対応が可能な小規模事業者 

   ＜募集方法＞ 

定期発送文書に同封、巡回・窓口相談の際に案内 

   ＜カリキュラム＞ 

「デジタル化やＤＸの必要性やメリット」「活用事例紹介」「デモン

ストレーション」「体験型の演習」など 

 

 

②  事業計画策定セミナーの開催 

    経営分析を行った小規模事業者や補助金等の申請を検討している小規模事業者を対象にセ

ミナーの参加を促す。 
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   ＜支援対象＞ 

経営分析を行った小規模事業者及び補助金の申請を検討している小規模事業者 

   ＜募集方法＞ 

定期発送文書に同封、巡回・窓口相談の際に案内 

   ＜支援手法＞ 

事業計画策定セミナー受講者に対し、経営指導員が伴走支援しながら、適宜外部専門家を交

えて確実に事業計画の策定に繋げていく。 

 

 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  

（１）現状と課題 

【現状】事業計画の策定支援を行った事業者金融・補助金申請など断片的なものが多く、策定後に

実施する支援は十分に行えていない。 

 

【課題】事業計画の進捗確認と状況に応じた支援を行ってきたが、事業計画の実施内容が売上や利

益率の増加等にどの程度結び付いたかの検証がなされておらず、計画策定の具体的な効果が不

透明である。 

 

（２）支援に対する考え方 

  事業計画を策定した全ての小規模事業者を対象とするが、事業計画の進捗状況等により、訪問回

数を増やして集中的に支援すべき小規模事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らしても

支障のない小規模事業者を見極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。また、財務状況を把握

することで、定量的に支援の効果を測定する。 

 

（３）目標 

 
現行 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

フォローアップ対象小規模事業者数 １４者 １０者 １０者 １０者 １０者 １０者 

延回数（※） ６３回 ４６回 ４６回 ４６回 ４６回 ４６回 

売上増加小規模事業者数 ―― ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

利益率５％以上増加の事業者数 ―― ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

 ※ 進捗状況の悪い小規模事業者を３者想定 

    ７者（四半期に１回） ⇒ ７者×４回＝２８回 

    ３者（２カ月に１回） ⇒ ３者×６回＝１８回 

    ２８回＋１８回＝４６回 

 

（４）事業内容 

  事業計画を策定した小規模事業者に対し、原則、四半期に１回の頻度でフォローアップを実施す

る。進捗状況の悪い事業者に対しては２カ月に１回のフォローアップとし、進捗是正の支援に努め

る。ただし、小規模事業者からの申し出等により、臨機応変に対応する。なお、進捗状況が芳しく

なく、事業計画との間に差異が生じていると判断する場合には、外部専門家等の第三者の視点を投

入し、当該差異の発生要因及び今後の対応方策を検討の上、フォローアップ頻度の変更等を行う。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和４年１０月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体

制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

  ■氏 名： 小嶋 英之 

  ■連絡先： 大畠商工会 TEL0820-45-2414 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

   経営発達支援事業の実施、実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評

価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒749-0101 山口県柳井市神代４８３０ 

       大畠商工会 

       TEL：0820-45-2414 FAX：0820-45-2456  

E-mail：oobatakechou@yamaguchi-shokokai.or.jp 

 

②関係市町村 

 〒742-8714 山口県柳井市南町一丁目 10番 2号 

       柳井市 商工観光課 

       TEL：0820-22-2111 FAX: 0820-23-7474 

       E-mail：shokokanko@city-yanai.jp 

 

   

   柳井市 

  商工観光課 

大畠商工会 

法定経営指導員（１名） 

補助員（１名） 

記帳専任職員（１名） 

一般職員（１名） 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

必要な資金の額 ７００ ７００ １，０００ １，０００ １，３００ 

 

 

３．地域経済動向調査 

 

４．需要動向調査 

 

５．経営分析 

 

６．事業計画策定 

 

７．事業計画策定後支援 

 

８．販路開拓 

 

 

０ 

 

１００ 

 

１００ 

 

２００ 

 

１００ 

 

２００ 

 

０ 

 

１００ 

 

１００ 

 

２００ 

 

１００ 

 

２００ 

 

０ 

 

２００ 

 

１００ 

 

２００ 

 

１００ 

 

４００ 

 

０ 

 

２００ 

 

１００ 

 

２００ 

 

１００ 

 

４００ 

 

０ 

 

３００ 

 

１００ 

 

２００ 

 

１００ 

 

６００ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、手数料収入、補助金等（国・山口県・柳井市） 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

・大阪大学フォーサイト株式会社 

〒565-0871 

大阪府吹田市山田丘 2番 8号 テクノアライアンス棟 A803 

代表取締役社⻑ 松波 晴人 

連携して実施する事業の内容 

①需要動向調査に関すること 

・消費者の潜在的なニーズを把握するには、行動観察が必須である。 

 なお、行動観察を行うには専門的な知見等が必要である。 

➁新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・➀と同様に消費者の潜在的なニーズを把握するには、行動観察が必須である。 

連携して事業を実施する者の役割 

 
 

連携者 役  割 

松波 晴人 

行動観察では、人の行動をつぶさに観察することにより、本人が認

識していない課題やニーズを知ることができ、そこから根拠のあ

るソリューションを提案する役割を果たす。効果としては他社に

対する優位性を確保できる。 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大
畠
商
工
会 

連携 

【需要動向調査に関すること】 

＆ 

【新たな需要の開拓に寄与する

事業に関すること】 

・大阪大学フォーサイト株式会社 


